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今日、世界中の何百万人もの人々が、

無国籍であるがために深刻な問題に直

面しています。無国籍者の地位に関す

る条約は、各国が無国籍者を支援する

ための枠組みを提供し、無国籍状態が

解消するまでの間、彼らが安全に尊厳

をもって生活することを可能にしま

す。現在、この条約の締約国の数はわ

ずかです。我々は、この状況を変えな

くてはなりません。私は、各国に同条

約への加入を呼びかけ、同条約規定の

履行を支援するために各国政府に対す

る UNHCR の全面的な支援を約束しま

す。 

アントニオ・グテーレス

国連難民高等弁務官
からのメッセージ

以下について詳細な情報を希望する場合：

UNHCR と無国籍への取り組み

UNHCR の無国籍に関するホームページ　　
（www.unhcr.org/statelessness）を参照。
また、UNHCR 執行委員会の関連する国際保
護に関する結論、特に、無国籍の特定、防
止および削減ならびに無国籍者の保護に関
する結論第 106 号（2006 年）を参照。

1954 年無国籍者の地位に関する
条約を含む無国籍者の保護に関す
る国際法
無国籍者地位条約および無国籍者の保護に
関する他の国際法上の規範についてのさ
らに詳細な議論については、「国籍と無国
籍：議員のためのハンドブック」（UNHCR /
列国議会同盟、初版は 2005 年、第 2 版は
2014 年に出版）を参照。1954 年条約に関
する詳細なコメンタリーについては、
Convention relating to the Status of　
Stateless Persons – Its History and 
Interpretation 

(Robinson, 1955)（無国籍者の地位に関す
る条約：その歴史と解釈）および UNHCR「無
国籍に関するガイドライン」の「無国籍者
の地位に関する無国籍者地位条約第 1 条 1
における『無国籍者』の定義」、「無国籍者
を認定するための手続」および「国内に在
留する無国籍者の地位」を参照。これらの
文書およびその他の関連する国際文書は、
UNHCR の Refworld (http://www.refworld.
org/statelessness.html) から入手するこ
とができる。

表紙：
無国籍の子どもは初等教育を受け
られないことが多い。数十年に渡
り、マレーシアのサバ州には、
フィリピン出身の難民とインドネ
シアおよびフィリピン出身の移民
が住んでいる。 こうした子ども
たちは無国籍となることが多い。
正規の書類を持つ子供は通学する
ことができるが、そうでない子ど
もは、右の二人の少年と同様、大
半の公教育から取り残されてしま
う。
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P1

国籍とは、 人と国 の間の法的なきずなである。国籍は人々にアイ
ンテ テ の を え、何より、国籍があることにより い
を行 できるよ になる。そのため、国籍をもたないこと、つまり

無国籍であることは、生活にとって であり、 には、 的な
を えることもある。

国籍をもつ が国際的に認められているにも関わらず、無国籍の
たな が を たない。 世 においても、無国籍に対する り
組みはあい変わらず きな 題である。現在、世界中に なくとも

万人の無国籍者が 在する。

無国籍者の中には同 に である者もいるが、 とん は で
はない。 でもある無国籍者は、1951 年 の地位に関する条約
（「1951 年条約」および 条約）によって国際的に保護される。
保護の対 とならない無国籍者（特に ではない者）が直面する問
題に対 するために、国際 会は 1954 年無国籍者の地位に関する条
約（「無国籍者地位条約」）を した。この条約は無国籍者の地位を
規定し、無国籍者が可能な り 範な人 を できるよ 保する
ことを 的としている。なお、同条約は、国際人 条約の規定を
するものである。

ますます くの国 が無国籍者の保護のための枠組みとして、無国籍
者地位条約に している。このことは、無国籍者地位条約が「無国
籍者」の国際的な法的地位を に する の法的文書であると
の 解を するものである。また、同条約は、 文書へのアク
スな 、他の国際法文書では われていない無国籍者の現 的な問題
の くにも対 するものである。2011 年 1 月 1 日 では、無国籍
者地位条約の締約国は 65 か国に られていたが、より くの国 が
同条約は無国籍者の 保護の 上のための国際 における中
的 であることを認めるよ になってきている。同年 12 月に
UNHCR が した 会議において 2 か国が同条約への加入を
約した。2014 年 1 月 の で、 0か国が締約国となっている。

認識の促進と保護の強化
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P2 STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P3

世界人 は、「す ての者は、国籍をもつ を する」 を
認し、それにより人 の における国籍の法 上の、そして 上
の を認めている。そのため、政府は、す ての者が に国籍
を保 するよ り組まなくてはならない。世界人 および国際
人 法の他の規定にもかかわらず、 くの人が も国籍をもつこと
ができていなかったり、国籍を されたりしている。中には 会か
ら されている人々も 在し、その場合には、彼らは無国籍である
ことによって な状態におかれてしま ことになる。したがって、
の国とも国籍とい きずなを たない無国籍者が、彼らの を行
できるよ 、特 な と保護が である。

え 、無国籍者が直面する特 の問題として、 ・ 文書
の が られる。このよ な問題は、無国籍者が する

を る けでなく、彼らの日 生活において、 くの問題の に
なる可能 がある。また、場合によっては、 人の にわたる
につながり る。無国籍であることは人々が の 在能 を発 す
ることを 、 会のつながり 、安定に深刻な を え る。無
国籍は、コ ニテ の および 的な にさえつながるかも
しれない。無国籍者に対する認 を し、彼らの保護を めること
は、こ した に対 する手 となる。

無国籍者が保護を必要とする理由

無国籍者は法的地位を持たないことが多く、社
会から取り残されていると感じる。ガルジェー
ル族はソマリア系の小部族であり、1930 年代
後半からケニアに住んでいる。ガルジェール族
は数十年間に渡ってケニアの身分証を持ち、地
方選挙・国政選挙に参加し、事業を経営し、国
家が提供する全てのサービスを享受していた。
しかし、1989 年に政府はソマリアからの不正
規移民を特定するためのスクリーニング制度を
導入した。この過程で、当局はガルジェール族
とケニアと結びつけていた身分証明書類の大半
を没収した。そのため、多くの者が無国籍とな
り、数十年に渡り享受してきた権利を失った。
ケニアでは、ガルジェール族の少年は廃校で遊
んでいる。コミュニティのほとんどの子どもは
学校に行っていない。

U
N

H
CR

/G
. 

CO
N

ST
AN

TI
N

E 

今日の世界における
無国籍者地位条約の関連性



STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P3

無国籍者が保護を必要とする理由

無国籍者は法的地位を持たないことが多く、社
会から取り残されていると感じる。ガルジェー
ル族はソマリア系の小部族であり、1930 年代
後半からケニアに住んでいる。ガルジェール族
は数十年間に渡ってケニアの身分証を持ち、地
方選挙・国政選挙に参加し、事業を経営し、国
家が提供する全てのサービスを享受していた。
しかし、1989 年に政府はソマリアからの不正
規移民を特定するためのスクリーニング制度を
導入した。この過程で、当局はガルジェール族
とケニアと結びつけていた身分証明書類の大半
を没収した。そのため、多くの者が無国籍とな
り、数十年に渡り享受してきた権利を失った。
ケニアでは、ガルジェール族の少年は廃校で遊
んでいる。コミュニティのほとんどの子どもは
学校に行っていない。
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も ん、無国籍者地位条約は現在の世界においても関連 がある。
現在でも、無国籍は世界中でまん している問題である。無国籍であ
ることが 人 会にもたらす世界的な に関して が まった
ことにより、政府と国際 会の 者が を めていることから、国
連の無国籍 条約に 々 が まっている。今でも無国籍者地位条
約は ではない無国籍者の地位を規定する な国際文書であり、
無国籍者が なく人 を することを保 している。同条約は無
国籍の 人に国際的に認められた法的地位を提供し、 文書・

書およびその他の 的な文書の入手を可能にし、無国籍者の
いの の の枠組みを定めている。そのため、無国籍者地位
条約に加入することは、その国の人 尊 の を内 にア ー す
ることにつながり、また、 人に保護へのアク スを え、無国籍者
の保護に に対 するために国際的支援を 員することも可能にす
る。

今日の世界における
無国籍者地位条約の関連性
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無国籍者地位条約の保護対象　 

無国籍者地位条約は「無国籍者」の国際的な法的地位を認めている。
第 1 条は、「いずれの国 によってもその法の において、国 と
みなされない者」とい 国際法上の無国籍者の定義を している。
この定義は今では 国際法としても認められている。ある者がある
国の法の下において国 とみなされるか かを する際には、その
国 が国籍法を 際に のよ に しているかについて入 に
する がある。定義を たす者は 定の を することが出
るが、同 に、無国籍者地位条約に まれる 定の義 を しな
くてはならない。同条約は、いわ る 上の無国籍者（de facto 
stateless person）は対 にしておらず、国際法上で 的に け入
れられている 上の無国籍者の定義は 在しない。しかしながら、

上の無国籍者は国際人 法の下での保護を けるとされている。
無国籍の「 」は 1951 年 の地位に関する条約の対 とされ、
国際 法に って われる きである。

無国籍者地位条約の下での無国籍者の権利

無国籍者地位条約は、「 何なる無国籍者も国籍を する 国人より
る を ける きではない」との な に くものであ

る。さらに、同条約は、無国籍者は他の 国人よりも な状況にあ
ることを認 した上で、無国籍者に対する 連の特 を規定して
いる。

無国籍者地位条約は無国籍者に対し、行政上の援 を ける （第
25 条）、 書・ 行 書を入手する （第 2 条および第
2 条）を保 し、無国籍者を 義の から している（第
条）。これらの特 な規定は、 え 、 の わりになる無国籍者
のための国際的に認められた 文書を提供することによって、国籍
の により無国籍者が直面する特 な に対 するために 定さ
れたものである。これらの問題は、他の国際法文書では規定されてお
らず、無国籍者地位条約が規定する無国籍者のための な法的
の とつである。 

無国籍者が保護を必要とする理由
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P5

無国籍者が保護を必要とする理由 無国籍者の に みて、無国籍者地位条約は、 の または初
な の 定の について、無国籍者は国 と同 の対 を

けなくてはならないと規定している。同条約は、いくつかの保 がす
ての無国籍者に される で、他の保 は合法的に 内にい

る、または する無国籍者に 定されると規定し、 細なア ー
を していることも される きであ 。無国籍者地位条約

は他の国際文書に まれる人 を し、そのよ な が無国
籍者について のよ に履行される きかに関する を提供してい
る。無国籍者地位条約の第 2条で定められているよ に、す ての無
国籍者は在留する国に対して、その国の法 に 義 を 。 

無国籍者地位条約の下で保 される の は、国籍の保 と同
ではないことに が を きである。このことが、無国籍者
地位条約が各国に対し、無国籍者の （第 2 条）を にするこ
とを呼びかけている である。国籍を すれ 、無国籍者は無国
籍ではなくなり、その者た の は わりを える。 

無国籍者地位条約は各国に対し、無国籍者に国籍を与えるよう求めているか。

無国籍者地位条約は無国籍者が特定の国 において国籍を できる
を定めているものではない。しかし、無国籍者は保護してくれる

国 がないため、条約は加盟国に対し、 え 、無国籍者のための
手続を したり、 を 減することにより、可能な り無国

籍者の 合と を にするよ めている。より 的には、人
法は、世界人 な が定めるよ に、国籍をもつ を認めて

いる。そのため、国 は無国籍を するよ しなくてはならな
い。さらに、1961 年無国籍の削減に関する条約は無国籍に対する世
界 の保 を規定しており、それにより、国籍をもつ を国 が
保 できるよ 支援している。

誰が無国籍者を認定するのか。また、どのように認定されるのか。

無国籍者が条約で定められた を に できるよ 、各国は
な手続を て無国籍者を特定する がある。 
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P6 STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P7

無国籍者地位条約は、ある者が無国籍者であるか かを認定するた
めの 的な手続については規定していない。しかしながら、各国が
ける無国籍の地位認定手続は、国際保護 に った で 的

な 定に とされる 定の な を えている きであ
る。そのよ な とは、 の に関連する および を
した中 の 、認定 のす ての における手続保 、

さらには 議 が可能であることを 。UNHCR は、各国
がそのよ な手続きを させることを支援する を えられている。 

個人が条約の規定から除外される可能性はあるか。
 
無国籍者地位条約は第 1条において、 定の状況下では無国籍者が無
国籍者の地位および条約の保護による を できない場合がある
ことを規定している。これは「 」と呼 れ、 え 、 に
対する 、 または人 に対する を したと えられる
な があるな の 情によって、国際保護を としないか、国際
保護に しない者に される。他の無国籍者のよ に国際保護を
とするが、 の保護または援 を けられる無国籍者については、

特 な規定が される。

 
無国籍者地位条約は無国籍者の権利に関する唯一の文書か。

無国籍者地位条約は無国籍者の特 な地
位を する の文書であるが、無国
籍者が す き に関する国際人
法は数 く 在する。各国はそのよ な
人 法で生 る義 を て、 に無国
籍者の 保護に り組んでいる。無国
籍者地位条約に定める は、無国籍者
に関する各国の人 の 組を し、

するものである。 え 、無国籍者地
位条約は、無国籍者に国際的に認められ
た 文書を提供するための特 な枠組
を している。

各国政府・国際社会・市民社会の
努力にかかわらず、無国籍は発生
し続けている。そのため、無国籍
者の人権が保護されることが不可
欠である。ネパールでは、新婦と
友人が新郎の部屋に赴く。政府に
よる大規模な市民権キャンペーン
の後ですら、ネパールでは何千人
もの人々が依然として無国籍であ
るか、市民権の証明を取得するに
あたり多重の障害に直面してい
る。その多くが右の女性たちのよ
うなダリットの 人々である。
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P7

各国政府・国際社会・市民社会の
努力にかかわらず、無国籍は発生
し続けている。そのため、無国籍
者の人権が保護されることが不可
欠である。ネパールでは、新婦と
友人が新郎の部屋に赴く。政府に
よる大規模な市民権キャンペーン
の後ですら、ネパールでは何千人
もの人々が依然として無国籍であ
るか、市民権の証明を取得するに
あたり多重の障害に直面してい
る。その多くが右の女性たちのよ
うなダリットの 人々である。

問題と無国籍問題は する がある けでなく、無国籍の人
を保護することは、さま まな で、 への対 と同 のア ー

を とするとい から、国連 会は、UNHCR に各国が無国籍
者を保護し、無国籍問題を解 することを支援するとい を し
た。無国籍者と は らも国際保護が になされていないとい

がある。

UNHCR は、法 に関する 的 を行なったり認定手続 条約で
われている を 保するための の するにあたって 支援
を提供することによって、国 が無国籍者地位条約を履行するための
支援を行っている。特に、UNHCR 執行委員会は UNHCR に対し、「無国籍

者の地位を特定し、 し、 するための なメ ニ ムについて、

的に情報を提供し、 な場合は、政府 者に を提供する」よ 、
めている。（詳細については、無国籍者の特定、防止および削減な

らびに無国籍者の保護に関するUNHCR執行委員会結論第106号を参照。）

UNHCR は無国籍者を保護するために
各国をどのように支援しているか 
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STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P8 STATELESS PERSON 無国籍の権利を守る　P9

 1954年無国籍者の地位に関する条約への加入は、

 各国が、国際的に認められた人 ・人 にしたがって無国
籍者を を内 にア ー する手 の とつである。

 無国籍者が安全に尊厳をもって生活できるよ 、無国籍者が国
による保護にアク スすることを保 する。

 内の無国籍者を特定するための枠組みを提供し、 お
よび 文書の発 を 無国籍者の の を保 する。

 「無国籍者」の国際的な法的地位および保護のための の枠
組みに関して認 してもら ことで、無国籍に対する各国の対
において、法 の および 可能 を する。

 無国籍者の および 会からの を することにより、
安全および安定 を める。

 無国籍者が生活している国において、無国籍者の保護を す
ることにより、彼らがその国から 的に しなけれ なら
ないよ な状況に い られることを する。

 UNHCRが無国籍者の保護のために国際的支援を 員する手 けと
なる。

無国籍者地位条約加入の重要性
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んなに 範な が無国籍者に えられたとしても、それは国籍を
もつこととは同 ではない。す ての人間は国籍をもつ があり、
無国籍とい な状態が発生した場合に、 は にそれを防止
し、削減することにおかれる きである。

そのため、1954 年無国籍者の地位に関する条約の下での無国籍者の
保護は、国籍 への が される間の 的な とみなされる
きである。国籍 によって無国籍者が減ることが である

ことに変わりない。1961 年無国籍の削減に関する条約は各国に無国
籍の を ・解 するための ー を提供している。

しかしながら、無国籍の に直面した場合に保護 が されて
いることを 保するために、無国籍削減条約の締約国は、無国籍者地
位条約への加入も す きである。1954 年と 1961 年の無国籍条約
の に加入することは、各国があら る無国籍問題に り組
をするための なステッ なのである。無国籍削減条約に関する
なる詳細は、「無国籍の防止と削減：1961 年無国籍の削減に関する条
約」（UNHCR、2014 年）（ ）を参照。

1961年無国籍の削減に関する条約との関連性
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有効な身分証がないと、無国籍者
は基本的人権を行使できないこと
が多い。承継国の国籍を取得する
ための法的要件を満たさなかった
何千人もの旧ソ連市民がこれに当
たる。写真の女性のような多くの
人には、失効したソ連旅券だけが
残された。 
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以下は、1954 年無国籍者の地位に関する条約への加入に関してよくきかれる 問への
えである。他の 問および詳細は、「国籍と無国籍：議員のためのハンドブック」（UNHCR/
列国議会同盟 2005 年に初版、2014 年に第 2版が 行）で議論されている。

■無国籍者地位条約の加入に
より、国家は無国籍者に入国
あるいは在留許可を与えなく
てはならなくなるのか。

無国籍者地位条約は、無国籍者の 内へ
の入国を 可するよ 国 に義 けるも
のではない。しかし、現 には、 人
を以 の を していた国に り す
ことができない場合 そのよ な国が 在
しない場合がある。そのよ な場合には、
入国 可 何らかの合法的な在留が の
解 となることがある。さらに、無国籍
者の入国 可 止が他の国際法上の
規範により定められている場合もある。と
りわけ、国 は国際法上の ー ン（
・ ）の 止の に 束され、
または 問 的な生 の を

その他の 的な国際人 の の
おそれに され る に無国籍者を り
すことはできない。

 

■無国籍者と難民の違いは何
か。

無国籍者も も国際保護を としてい
る。無国籍者と は、国 とのつながり
が たんしたために、 安定な状況に か
れている。そのため、無国籍者と はそ
れ れ、特 な国際法上の、しかしながら

の地位を する。 の定義の
は、その者が を けるおそれがあ

るとい に のある を するこ
とである。無国籍者であることは、 ずし
も を するものではない。また、
であるためには、無国籍者は を し

ていた国の にいなくてはならないが、無
国籍者は出生国を れることはない。その

で、無国籍は の となるこ
とも い。無国籍者の とん が でも
ある場合、それらの者は 1951 年の の
地位に関する条約および国際 法の対
となる。

加入に関し、 よくある質問
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■国家は無国籍者に自国民と
同じ待遇を与えるよう義務付
けられるか。

1954 年無国籍者の地位に関する条約に列
される の とん については、無国

籍者は なくとも他の 国人に保 される
と同 を す きであると わ

れている。さらに、同条約が、 くの
を えているのは合法的に 内にいるか
合法的に在留する無国籍者にのみである。
 

の を ける な 、 ら

れた場合にのみ、国 は無国籍者に対して
国 が する いと同 いををするこ
とが められる。国際人 法は無国籍者地
位条約の規定を し、 くの場合、人
条約は無国籍者の いについてより い

を提供している。 
 

バングラデシュの海岸で、ミャンマーのラカイン州出身の難民の集団が漁船を海に押し出す
様子。ほとんどの無国籍者は難民ではないが、難民である無国籍者は国際難民法に従って扱
われなくてはならない。
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■国家は無国籍者地位条約の
規定に対して留保することは
できるか。

第 1条（無国籍者の定義および 条 ）、
第 条（無 ）、第 4条（ の ）、
第 16 条 1 （ を ける ）および
第 条から第 42 条（ 条 ）を いて、

または加入 の留保が されている。

■無国籍者地位条約加入にお
いて、どのような実務的な考
慮事項があるか。

各国は に無国籍者に される国際人
文書上の義 を っているため、無国籍者
地位条約に まれる の くを履行する
ことに は生 にくいであ 。しか
し、無国籍者が無国籍者地位条約に定めら
れる を できるよ にするために
は、各国は条約の 者である無国籍者を
特定する手続を する がある。無国
籍者地位条約はある者が無国籍者であるか

かを認定するための 的な手続きに
ついて規定しているわけではない。各国
は、 手続の国際 に って、 関
組 、手続 および手続保 を
定することになる。UNHCR は、 人が無

国籍である場合を特定するための手続きに
関するガイドラインを している。

UNHCR 執行委員会は、無国籍者地位条約の
した履行を 保するために、UNHCR が

締約国に対して同条約の履行について
的 を提供するとしている。また、無国
籍者地位条約は条約の規定が履行されるた
めの国内法および規 に関する情報を提供
するよ めている（第 条）。

■無国籍者地位条約への加入
方法

各国は、加入文書を国連 に す
ることより、いつでも 1954 年無国籍者の
地位に関する条約に加入することができ
る。この加入文書は、 または国

もしくは政府の の が であ
る。加入手続きの詳細および加入文書の

は、 www.unhcr.org/statelessness で入
手可能である。.
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国連 会： 無国籍条約、1954 年無国籍者の地位に関する条約 び 1961 年無国
籍の削減に関する条約への加入に関する国 の 約 び条約に対する留保を
する の 約を する。また、 年の 条約への加盟国数の 加も す

る（ ）。
•General Assembly Resolution 6 /149, Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, 20 December 2012（国連 会 議第 6 /149 号、国連

、2012 年 12 月 20日）

国連人 会： 2011 年が無国籍の現状に関する条約の 50 年であることを
まえ、同条約および無国籍者の地位に関する条約に加入していない国 に加

入を するよ する。
•Human Rights Council Resolution 1 /02, Human rights and arbitrary deprivation 

of nationality, 24 March 2010（人 会 議 1 /02、人 および国籍の 的な

、2010 年 月 24日）

UNHCR 執行委員会： 国 が 1954 年無国籍者の地位に関する条約への加入を
するよ し、締約国については、留保の を するよ する。

• 議第 106 号（LVII) – 2006 年

アジア・ア リ 法 問員会：無国籍者のおかれている状況に 的に対
するため、加盟国に 1954 年無国籍者の地位に関する条約および 1961 年無国籍
の削減に関する条約に加入する可能 を するよ める。
•Resolution on the Half-Day Special Meeting on “Legal Identity and 

Statelessness”,  April 2006（「法的 および国籍」に関する 日特 会合に関

する 議、2006 年 4 月 日）

会： 議 1 無国籍者に関する国際文書を または加入していな
い加盟国に対し、同文書への ・加入を し、これらの文書を国内で
するためその内 に った手続き び を する を するよ に め
る。2. 無国籍者の保護 び無国籍の防止 び削減のための国際文書の
を し、加盟国に対し、無国籍の削減に関する条約の 50 年 の際に

した 的な り組みを、国連 （UNHCR）の 支援
を け、 ーアッ するよ する。
•Resolution of the General Assembly, AG/RES. 2  (XLIII-O/1 ), Prevention 

and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons in the 

Americas, 5 June 201 （ 会 議、AG/RES. 2  (XLIII-O/1 )、 における無国

籍の防止 び削減および無国籍者の保護、201 年 6 月 5日）

加入を呼びかける国際社会の声 
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無国籍者の地位に関する条約は、1954 年 9 月 2 日に全 者会議に
より され、同条約第 5 条にしたがい、加入のために され
ており、

第 5 条 4 において、同条約への加入は国際連合 への文
書の によって が生 ると規定されており、

下 に した 国 、政府 または の は
20 年 月 日、 において、 国 の同条約への加入をここ
に する。

国 の 、および する場合は保 者の

国 、政府 または の

1954年 無国籍者の地位に関する
条約への加入文書見本
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UNHCR
P.O. Box 2500
1211 Geneva 2
Switzerland

今日、世界中の何百万人もの人々が、

無国籍であるがために深刻な問題に直

面しています。無国籍者の地位に関す

る条約は、各国が無国籍者を支援する

ための枠組みを提供し、無国籍状態が

解消するまでの間、彼らが安全に尊厳

をもって生活することを可能にしま

す。現在、この条約の締約国の数はわ

ずかです。我々は、この状況を変えな

くてはなりません。私は、各国に同条

約への加入を呼びかけ、同条約規定の

履行を支援するために各国政府に対す

る UNHCR の全面的な支援を約束しま

す。 

アントニオ・グテーレス

国連難民高等弁務官
からのメッセージ

以下について詳細な情報を希望する場合：

UNHCR と無国籍への取り組み

UNHCR の無国籍に関するホームページ　　
（www.unhcr.org/statelessness）を参照。
また、UNHCR 執行委員会の関連する国際保
護に関する結論、特に、無国籍の特定、防
止および削減ならびに無国籍者の保護に関
する結論第 106 号（2006 年）を参照。

1954 年無国籍者の地位に関する
条約を含む無国籍者の保護に関す
る国際法
無国籍者地位条約および無国籍者の保護に
関する他の国際法上の規範についてのさ
らに詳細な議論については、「国籍と無国
籍：議員のためのハンドブック」（UNHCR /
列国議会同盟、初版は 2005 年、第 2 版は
2014 年に出版）を参照。1954 年条約に関
する詳細なコメンタリーについては、
Convention relating to the Status of　
Stateless Persons – Its History and 
Interpretation 

(Robinson, 1955)（無国籍者の地位に関す
る条約：その歴史と解釈）および UNHCR「無
国籍に関するガイドライン」の「無国籍者
の地位に関する無国籍者地位条約第 1 条 1
における『無国籍者』の定義」、「無国籍者
を認定するための手続」および「国内に在
留する無国籍者の地位」を参照。これらの
文書およびその他の関連する国際文書は、
UNHCR の Refworld (http://www.refworld.
org/statelessness.html) から入手するこ
とができる。

表紙：
無国籍の子どもは初等教育を受け
られないことが多い。数十年に渡
り、マレーシアのサバ州には、
フィリピン出身の難民とインドネ
シアおよびフィリピン出身の移民
が住んでいる。 こうした子ども
たちは無国籍となることが多い。
正規の書類を持つ子供は通学する
ことができるが、そうでない子ど
もは、右の二人の少年と同様、大
半の公教育から取り残されてしま
う。
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UNHCR,2014 年 1 月
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無国籍者のための
権利保護 

1 9 5 4 年 無 国 籍 者 の 地 位 に 関 す る 条 約  
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